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特　集

六
十
五
歳
以
上
の
人
の
介
護

保
険
料
の
額
お
よ
び
支
払
方

法
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

市民税が課税されている

世帯内に市民税が課税されている人がいる 合計所得金額（※ 2）が 200万円以上である

老齢福祉年金（※ 1）を受給している
または、生活保護を受けている

保険料段階 第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階 第 5段階
年間保険料 20,700 円 31,100 円 41,400 円 51,800 円 62,100 円

該当する人

生活保護を受けて
いる人、または老
齢福祉年金受給者
で世帯員全員が市
民税非課税の人

世帯員全員が
市民税非課税の人

本人は市民税非課
税だが、世帯員に
課税者がいる人

本人が市民税課税
で、合計所得金額が
200万円未満の人

本人が市民税課税
で、合計所得金額が
200万円以上の人

※1「老齢福祉年金」とは、明治 44年 4月 1日以前に生まれた人で、所得が低かったり、ほかの年金を受給できない人に支給される年金です。
※ 2「合計所得金額」とは、収入額から必要経費に相当する額を控除した金額のことで、医療費控除など各種所得控除をする前の金額です。
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六
十
五
歳
以
上
の
人
の
介
護
保

険
料
は
、
前
年
の
所
得
や
、
本
人

お
よ
び
家
族
（
同
一
世
帯
の
人
）

の
市
民
税
の
課
税
状
況
に
よ
り
決

定
さ
れ
ま
す
。﹇
下
表
①
参
照
﹈

　

保
険
料
の
支
払
い
方
法
は
、
年

金
の
種
類
、
受
給
額
な
ど
に
よ
っ

て
、
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
に
分

か
れ
ま
す
。﹇
次
ペ
ー
ジ
上
表
②

参
照
﹈

　

み
な
さ
ん
の
平
成
十
六
年
度
の

保
険
料
の
額
や
支
払
い
方
法
に
つ

い
て
は
、
七
月
中
旬
に
個
別
に
通

知
し
ま
す
。
額
や
支
払
い
方
法
は

一
人
ひ
と
り
異
な
り
ま
す
の
で
、

お
送
り
す
る
通
知
書
で
必
ず
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　

み
な
さ
ん
の
支
払
う
保
険
料

は
、
介
護
保
険
制
度
を
支
え
る
大

切
な
財
源
と
な
り
ま
す
。
介
護
が

必
要
と
な
っ
た
と
き
、
誰
も
が
安

心
し
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で

き
る
よ
う
に
、
保
険
料
は
必
ず
支

払
い
ま
し
ょ
う
。

あなた（65歳以上）
の介護保険料は

［表①］

2


